
資料－１７ 

松くい虫被害拡大防止事業費補助金交付要綱 

 

令和５年３月２０日 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、松くい虫による庭木等の松の被害に対し、被害拡大や倒木等に

よる二次災害を防ぐため、松の所有者等が行う対策事業に要する経費に補助するこ

とを目的とし、その交付については、由利本荘市補助金等の適正に関する条例（平

成 17 年由利本荘市条例第 53 号。以下「条例」という。）、由利本荘市財務規則（平

成 17 年由利本荘市規則第 40 号）及び由利本荘市補助金等の適正に関する規則（平

成 17 年由利本荘市規則第 41 号）（以下「規則」という。）によるほか、この要綱

に定めるところによる。 

 （補助対象事業者） 

第２条 補助事業対象者は、由利本荘市管内に森林を所有する個人及び団体等とする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、松くい虫被害木の伐倒駆除等とする。 

２ 松くい虫とは、松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ昆虫をいう。 

３ 庭木等の松とは原則として地目が山林以外の土地であり、国・県の補助事業の対

象外の松をいう。 

４ 事業実施にあたっては、市が指名する業者に必ず依頼しなければならないものと

する。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、前条の補助対象事業の実施に必要な経費とする。 

２ 次に揚げる費用は、補助対象経費としない。 

 （１）枝払い等による景観維持とみなされる経費 

 （２）被害予防目的の樹幹注入作業に要する経費 

 （補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、補助対象経費の額の１０／１０以内とし、予算の範囲内

で市長の定めた額とする。 
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 （補助金の申請等の手続） 

第６条 補助金交付の申請、決定、報告等の手続については、条例、規則に定めると 

ころによる。 

２ 補助金の交付額に変更がない場合は、変更申請の手続きは必要ないものとする。 

 （補助事業の実施期間） 

第７条 補助事業の実施期間は、令和９年３月 31 日までとする。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する 




